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第三日 平成二十三年十二月七日 開 議 午前十時

【開会前に事務局長より、工藤勲農業委員会会長が所用のため野呂廣志会長職務代理が出席していることが報告される】

○議長（野呂日出男君）

ただいまの出席議員数は十四名であります。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開きます。

日 程 第 一 、 報 告 第 十 六 号 専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件 （ 平 成 二 十 三 年 度 藤 崎 町 一 般 会 計 補 正 予 算

（第四回））を議題とします。

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。

これから報告第十六号を採決いたします。本報告は、これを承認することにご異議ありませんか。

〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議がありますので、これから討論を行います。

まず、本報告に反対する者の発言を許します。浅利直志君。

○十三番（浅利直志君）

報告第十六号についてであります。

本専決処分にはですね、常盤の地下道の五千万円の工事費も含まれているわけです。前年度に舗装工事一千四百万円ほ

ど や り 、 そ れ に 不 具合 が あ る と 、 主 に は設 計 上 の こ と が 原 因だ と い う こ と ま で 担当 者 は 明 ら か に し てい る と こ ろ で あ り

ま す け れ ど も 、 い ずれ に し て も 、 そ の 原因 の 検 証 を き ち ん とや る と い う こ と と 、設 計 を き ち ん と や ると い う こ と ま で は

認 め て 差 し 支 え な いも の で あ り ま す け れど も 、 工 事 費 ま で 認め る と い う こ と は 、必 要 な い も の だ と 思っ て お り ま す ので、
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工事費を計上している本専決処分には同意できません。

○議長（野呂日出男君）

次に、本報告に賛成する者の発言を許します。

ほかに討論はありませんか。（「なし」の声あり）

これから報告第十六号を採決いたします。この採決は起立によって行います。本報告を承認することに賛成の方は起立

を願います。

〔賛成者起立〕

○議長（野呂日出男君）

起立多数であります。よって、本報告第十六号は承認することに決定しました。

日程第二、報告第十七号専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件（平成二十三年度藤崎町国民健康保険（事業勘

定）特別会計補正予算（第二回））を議題とします。

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。

これから報告第十七号を採決いたします。本報告はこれを承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、報告第十七号は承認することに決定しました。

日 程 第 三 、 報 告 第 十八 号 専 決 処 分 し た 事項 の 報 告 及 び 承 認 を求 め る の 件 （ 平 成 二十 三 年 度 藤 崎 町 後 期高 齢 者 医 療 特 別

会計補正予算（第二回））を議題とします。

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。
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これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。

これから報告第十八号を採決いたします。本報告はこれを承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、報告第十八号は承認することに決定しました。

日 程 第 四 、 報 告 第 十 九 号 専 決 処 分 し た 事 項 の 報 告 及 び 承 認 を 求 め る の 件 （ 平 成 二 十 三 年 度 藤 崎 町 介 護 保 険 （ 事 業 勘

定）特別会計補正予算（第二回））を議題とします。

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。

これから報告第十九号を採決いたします。本報告はこれを承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、報告第十九号は承認することに決定しました。

日程第五、報告第二十号専決処分した事項の報告及び承認を求めるの件（平成二十三年度藤崎町一般会計補正予算（第

六回））を議題とします。

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。

これから報告第二十号を採決いたします。本報告はこれを承認することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）
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異議なしと認めます。よって、報告第二十号は承認することに決定しました。

日程第六、報告第二十一号藤崎町健全化判断比率の報告の件を議題とします。

本件は、報告事項でありますが、この際、質疑を許します。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。

報告第二十一号について、文書のとおりでありますので、以上で終わります。

日程第七、報告第二十二号藤崎町資金不足比率の報告の件を議題とします。

本件は、報告事項でありますが、この際質疑を許します。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。

報告第二十二号について、文書のとおりでありますので、以上で終わります。

日程第八、特別委員会報告の件を議題とします。

お諮りいたします。本件については、議員全員で構成する委員会の審査であります。決算特別委員長から別紙のとおり

報 告 書 が 提 出 さ れ 、お 手 元 に 配 付 し て おき ま し た 。 委 員 長 報告 は 、 会 議 規 則 第 三十 九 条 第 三 項 の 規 定に よ っ て 、 省 略 い

たしたいと思います。ご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、委員長報告は省略することに決定いたしました。

次に、議案第五十二号平成二十二年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件から、議案第五十九号平成二十

二 年 度 藤 崎 町 下 水 道事 業 会 計 決 算 の 認 定を 求 め る の 件 ま で は、 議 員 全 員 の 委 員 をも っ て 構 成 す る 特 別委 員 会 で 審 査 い た

しましたので、説明及び質疑を省略し、採決いたします。

日程第九、議案第五十二号平成二十二年度藤崎町一般会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議題とします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することにご異議あり

ませんか。
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〔「異議あり」「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議がありますので、まず本案に反対者の発言を許します。浅利直志君。

○十三番（浅利直志君）

議案の第五十二号平成二十二年度一般会計の決算の認定についてであります。

本決算額は総額七十四億五千万円余の町民の暮らしや住民サービスを支える予算でありました。特に、平成二十二年度

は 交 付 税 や 交 付 金 の増 加 で 、 藤 崎 町 に とっ て も 一 息 つ い た 決算 内 容 で あ っ た と 思っ て お り ま す が 、 しか し 、 本 決 算 認 定

に 同 意 で き ま せ ん 。そ の 理 由 は 、 一 つ は、 行 政 シ ス テ ム 構 築か ら 、 東 芝 ソ リ ュ ーシ ョ ン が 撤 退 し て 、い わ ゆ る 行 政 シ ス

テ ム の 再 構 築 を 迫 られ 、 い わ ば 一 億 六 千万 円 余 が 二 重 投 資 を余 儀 な く さ れ た 決 算で あ り ま す 。 藤 崎 町に 原 因 が あ る と い

う こ と で は な い わ けで あ り ま す け れ ど も、 大 企 業 の い わ ゆ る身 勝 手 と い い ま す か、 そ う い う こ と に よっ て 生 じ た 問 題 で

あります。

二 つ 目 は 、 学 校 整 備協 議 会 が 年 度 末 に 駆け 込 み 的 に 予 算 化 され た も の で あ り ま した 。 し か し な が ら 、も っ と 早 い 時 期

に施設協議会予算を確保し、そして常盤小学校の建設方向を早目に打ち出すべきだったという点であります。

三 つ 目 は 、 原 子 燃 料サ イ ク ル 事 業 一 千 百万 円 ほ ど 予 算 化 さ れ、 使 わ れ て お り ま す。 毎 年 度 予 算 化 さ れて い る 現 状 で あ

りますけれども、原発依存を続ける予算、決算になっているということであります。

最 後 の 四 つ 目 は で すね 、 水 道 事 業 会 計 に対 す る 繰 出 金 を も っと ふ や す べ き で あ ると い う よ う な こ と 、以 上 の 四 点 か ら 、

本決算に同意できないということであります。以上であります。

○議長（野呂日出男君）

次に、原案に賛成する者の発言を許します。

ほかに討論はありませんか。（「なし」の声あり）これで討論を打ち切ります。
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お諮りいたします。これから議案第五十二号を採決いたします。この採決は起立によって行います。議案第五十二号に

賛成の方の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○議長（野呂日出男君）

賛成多数であります。よって、議案第五十二号は原案のとおり可決されました。

日程第十、議案第五十三号平成二十二年度藤崎町国民健康保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件

を議題とします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、議案第五十三号は認定することに決定しました。

日程第十一、議案第五十四号平成二十二年度藤崎町老人保健特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議題とします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は認定とするものであります。委員長報告のとおり認定することにご異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、議案第五十四号は認定することに決定しました。

日程第十二、議案第五十五号平成二十二年度藤崎町後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を議題と

します。
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お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、議案第五十五号は認定することに決定しました。

日程第十三、議案第五十六号平成二十二年度藤崎町介護保険（事業勘定）特別会計歳入歳出決算の認定を求めるの件を

議題とします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、議案第五十六号は認定することに決定しました。

日程第十四、議案第五十七号平成二十二年度藤崎町水道事業会計決算の認定を求めるの件を議題とします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、議案第五十七号は認定することに決定しました。

日程第十五、議案第五十八号平成二十二年度藤崎町農業集落排水事業会計決算の認定を求めるの件を議題とします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することにご異議あり
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ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、議案第五十八号は認定することに決定しました。

日程第十六、議案第五十九号平成二十二年度藤崎町下水道事業会計決算の認定を求めるの件を議題とします。

お諮りいたします。本案に対する委員長の報告は認定とするものです。委員長報告のとおり認定することにご異議あり

ませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、議案第五十九号は認定することに決定しました。

日程第十七、議案第六十号定住自立圏形成協定の締結についてを議題とします。

これから質疑を行います。浅利直志君。

○十三番（浅利直志君）

定住自立圏形成協定、藤崎町だけが出遅れてといいますか、最後に協定を結んでほしいと、結ぼうという議案だと思い

ますけれども、本協定書の第一条について、まずお聞きいたします。

定住自立圏の中心市を弘前市が宣言したということは聞いておるし、また、自立圏の範囲内のことかなと思っているん

で す け れ ど も 、 そ の三 行 目 の と こ ろ に です ね 、 そ の 目 的 を です ね 、 役 割 を 分 担 して と 、 い う ふ う に なっ て お り ま す 。 そ

れ か ら 、 人 口 定 住 に必 要 な 都 市 機 能 及 び生 活 機 能 を 確 保 す るん だ と い う ふ う に なっ て お る ん で す け れど も 、 人 口 定 住 と

いうのは、具体的にはどういうことなんですか。

○議長（野呂日出男君）
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企画課長。

○企画課長（能登谷英彦君）

この構想をもし単独で、単独の市町村がそれぞれ行っていくとなると、経費的なこともありますし、人口規模的なこと

も あ っ て 、 実 施 で きな い と 。 こ れ を 中 心市 を 中 心 に 、 周 辺 の市 町 村 が そ こ の 同 じよ う な 形 態 の も の を一 緒 に や る こ と に

よ っ て 、 住 み よ い 地域 を つ く る こ と に よっ て 、 活 力 が 生 ま れ、 そ こ に 人 口 が 定 住し 、 産 業 も 栄 え て 行く と い う こ と を 目

的に実施しているもので、そういうことを目指していくという構想の理念でございます。

以上です。

○議長（野呂日出男君）

浅利直志君。

○十三番（浅利直志君）

それは現状もそういう形でですね、消防行政、あるいはまたごみ行政などですね、あるいは介護保険制度においても進

め て い る わ け で す よね 。 現 状 で も 進 め てい る し 、 今 後 も 進 んで い く だ ろ う と い うふ う に 想 定 さ れ る わけ で す 。 私 が 聞 い

て い る の は 、 人 口 が定 住 し て い な い か ら、 定 住 を 進 め る と いう の は 一 つ の 目 的 だと 言 っ て い る で し ょう 。 と こ ろ が こ れ

をやれば人口は減っていかないんですか、そうすれば。人口定住というのは一体なんなんですか。

○議長（野呂日出男君）

企画課長。

○企画課長（能登谷英彦君）

これは全国的、日本国が一億三千万人から一億二千万人に下がってきたということで、この前の国勢調査でも結果とし

て 出 て お り ま す 。 自分 た ち の 地 域 だ け が人 口 が ふ え れ ば い いと い う も の で は ご ざい ま せ ん で 、 地 域 、地 方 圏 域 が で すね、

中 央 に 集 ま る も の を阻 止 す る た め に は 、圏 域 と し て 機 能 を 共有 し 、 ま た 、 発 展 させ て い か な け れ ば なら な い と い う こ と
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を想定してこの圏域に、定住自立圏構想に賛同したということでございます。

以上です。

○議長（野呂日出男君）

浅利直志君。

○十三番（浅利直志君）

何か答えていないように思うんですけれども、人口が定住できないのは、仕事がないということは、仕事がない、ある

い は ま た 農 林 水 産 業で ま ま を 食 っ て い けな く な っ た と い う のが で す ね 、 一 番 大 きな 原 因 な わ け で し ょう 。 原 因 な わ け だ

と 私 は 思 っ て お り ます け れ ど も 、 そ れ には 、 何 ら 開 示 す る こと も な く で す ね 、 いず れ に し て も 、 こ れは 大 震 災 前 の 発 想

で で す ね 、 や っ て るこ と で 、 人 口 定 住 、そ う い う も の が 一 番求 め ら れ て い る の は、 震 災 に 遭 っ た 地 域で あ る し 、 あ る い

は原発の被害に遭った地域だろうというふうに、私は思っておりますけれども、全国で何カ所これ、やるんですか。

○議長（野呂日出男君）

企画課長。

○企画課長（能登谷英彦君）

全国では、この定住自立圏の形成を見ている中心市を宣言した団体は七十二の市でございます。これに対して、周辺の

市 町 村 数 は そ れ に 賛同 し た の は 二 百 四 団体 で 、 延 べ で い き ます と 二 百 六 十 八 団 体が こ の 圏 域 の 形 成 に賛 同 し て 加 入 し て

ございます。

以上です。

○議長（野呂日出男君）

浅利直志君。

○十三番（浅利直志君）
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合併によって、目的がですね、こういうふうに総務省主導でやっているわけですけれども、この間、総務省が主導して

最 も や っ た の が 合 併で す よ ね 、 市 町 村 合併 で す よ ね 。 な お かつ こ れ は 、 私 ど も 藤崎 と 常 盤 が 合 併 し まし た け れ ど も 、 当

初 は 十 万 人 規 模 の です ね 、 大 規 模 合 併 だと い う ふ う な こ と で、 全 国 に 自 治 省 の 幹部 も 含 め て で す ね 、説 得 、 あ る い は テ

ィ ー チ ン グ と い い ます か 、 そ う い う こ とを や り ま し た け れ ども 、 結 局 は こ こ で いけ ば 、 大 規 模 合 併 じゃ な く て 、 平 川市、

そ れ か ら 常 盤 、 藤 崎グ ル ー プ だ と か 、 とい う 形 に な っ た わ けで す よ ね 。 そ れ で 、先 ほ ど 二 百 六 十 八 、七 十 二 市 が 中 心 市

宣 言 を し て い る と いう こ と な ん で す け れど も 、 現 状 は 、 じ ゃあ 全 国 の 自 治 体 っ て、 こ の 間 、 合 併 し て、 三 千 ち ょ っ と あ

っ た も の が で す ね 、ど れ ぐ ら い の 自 治 体に な っ た ん で す か 。そ の 中 で 、 町 、 村 とい う の は ど れ ぐ ら いに な っ た ん で すか。

そこをわかっている情報がありましたらお知らせ願いたい。

○議長（野呂日出男君）

企画課長。

○企画課長（能登谷英彦君）

日々、市町村数がですね、変わってございまして、統計データもちょっと古い数字ですけれども、一九九〇年の時点に

は 三 千 二 百 三 十 二 の市 町 村 が ご ざ い ま した 。 こ れ が 今 、 二 十三 年 の 十 一 月 十 一 日現 在 で は で す ね 、 トー タ ル で 一 千 七 百

四 十 二 の 市 町 村 に なり ま し た 。 内 訳 と して は 、 市 が 七 百 八 十六 、 う ち 十 九 は 指 定都 市 で ご ざ い ま す 。そ れ か ら 、 二 十 三

の特別区。それから町は七百四十九、村は百八十四というふうになってございます。

以上です。

○議長（野呂日出男君）

浅利直志君。

○十三番（浅利直志君）

まだあります。
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合併したけれども、山あいの町、村だとか、村だとか、まだ多くのところが残されている。それらを救済するというか、

そ う い う 意 味 合 い でつ く っ た も う 一 つ の定 住 自 立 圏 の 目 的 なの か な と い う ふ う に思 っ て お り ま す け れど も 、 そ れ じ ゃ あ

具 体 的 に で す ね 、 この 例 え ば 医 療 分 野 、こ れ も 現 状 で も 黒 石、 あ る い は 弘 前 の です ね 、 救 急 搬 送 に つい て で す ね 、 藤 崎

町 で も 負 担 し て お りま す よ ね 。 そ れ で 、こ の 中 で で す ね 、 協定 書 の 中 の 第 三 条 の中 で 、 圏 域 の 救 急 医療 体 制 を 確 保 す る

た め に 、 休 日 夜 間 救急 診 療 体 制 を 維 持 する と と も に 、 さ ら にそ の 充 実 を 図 る ん です と い う ふ う に 言 って お り ま す 。 ま こ

と に 結 構 な こ と で 、や ら な き ゃ な ら な いこ と だ と 思 っ て お りま す け れ ど も 、 し かし 、 と こ ろ で こ の 現状 は で す ね 、 ど う

い う ふ う に な っ て いる ん で す か 。 救 急 医療 、 休 日 夜 間 救 急 診療 体 制 を 維 持 す る ため に 、 弘 前 市 は 何 をや っ て き た ん で す

か、今まで。この二点についてお伺いします。

○議長（野呂日出男君）

福祉課長。

○福祉課長（五十嵐 晋君）

お答えいたします。

救急医療体制でございますが、重症度の度合いによりまして、これは三つに分かれてございます。一つ目が一次救急医

療 と 申 し ま し て 、 入院 の 必 要 が な く 、 外来 で 対 処 し 得 る 方 を対 象 に し た も の で ござ い ま す 。 二 次 救 急と い た し ま し ては、

入 院 治 療 が 必 要 な 方を 対 象 と し た も の でご ざ い ま す 。 三 次 救急 と い た し ま し て 二次 救 急 で は 対 応 で きな い 方 を 対 応 し た

ものが三次救急となっております。

そこで、弘前市を中心とした津軽医療圏での現状ということでございますが、現状といたしましては、弘前市が運営し

て お り ま す 一 次 、 二次 救 急 医 療 体 制 に 周辺 の 市 町 村 の 患 者 さん が 行 っ て 、 そ こ で治 療 を 受 け て い る とい う の が 現 状 で ご

ざ い ま す 。 す な わ ち、 一 次 医 療 と 申 し ます と 、 弘 前 市 が 行 って お り ま す 救 急 診 療所 の 方 を 活 用 し て おる と 。 二 次 救 急 に

つ き ま し て は 、 弘 前市 立 病 院 、 そ れ か ら国 立 病 院 機 構 弘 前 病院 、 弘 前 小 野 病 院 、弘 愛 会 病 院 、 健 生 病院 の 五 つ が 輪 番 で
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行 っ て い る い わ ゆ る夜 間 、 休 日 の 診 療 に対 し て 、 患 者 さ ん が行 っ て 、 診 療 を 受 けて い る と い う ふ う な状 況 で ご ざ い ます。

弘前市のこれまで何をやってきたかのかということでございますが、ただいま申しましたように、急患診療所並びに二

次の輪番制の確立を行ってきたというのが現状でございます。

以上でございます。

○議長（野呂日出男君）

これで質疑を終結いたします。三回を超えております。四回も超えました。

これから討論を行います。まず、原案に反対する者の発言を許します。浅利直志君。

○十三番（浅利直志君）

私はですね、定住が進まない大きな原因はやっぱり農林水産業で早い話生活できないような国の経済状態があるという

こ と が 一 番 大 き な 原因 だ ろ う と 思 い ま す。 そ れ で 、 今 必 要 なの は で す ね 、 定 住 自立 圏 と い う 総 務 省 発の 新 た な こ う い う

も の を つ く る こ と では な く て で す ね 、 屋上 屋 を 重 ね る よ う なこ と で は な く て 、 現状 あ る 一 部 事 務 組 合の 整 理 統 合 、 あ る

い は ま た 、 連 合 と いう の も あ り ま す 。 それ ら の 役 割 を き ち んと 明 確 化 す る こ と こそ で す ね 、 総 務 省 に求 め ら れ て い る こ

と で あ り ま す 。 ま た、 合 併 に よ っ て 、 いわ ば 取 り 残 さ れ て いる よ う な 小 規 模 自 治体 が で す ね 、 き ち んと 自 立 で き る よ う

な 財 政 的 措 置 を 講 ずる こ と こ そ が で す ね、 必 要 な も の で あ りま す し 、 自 立 圏 の プラ ン を つ く っ た 中 心市 宣 言 を し た と こ

ろ に は 四 千 万 円 も 支給 す る な ど と い う よう な こ と は や め る べき だ と 思 っ て お り ます 。 す べ て そ う い うも の は 震 災 復 興 の

た め に 使 う べ き で ある と い う よ う な こ とか ら で す ね 、 本 自 立圏 形 成 協 定 の 構 想 その も の に 疑 義 が あ りま す し 、 協 定 も 結

ぶ 必 要 が な い と 。 現状 の 内 容 を き ち ん と進 め て 、 整 理 統 合 をす べ き だ と い う こ とを 主 張 し て 、 反 対 の意 見 と い た し ます。

○議長（野呂日出男君）

次に、原案に賛成する者の発言を許します。

ほかに討論はありませんか。（「なし」の声あり）これで討論を終結します。
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これから議案第六十号を採決いたします。この採決は起立によって行います。議案第六十号は、原案のとおり決定する

ことに賛成の方は起立を願います。

〔賛成者起立〕

○議長（野呂日出男君）

起立多数であります。よって、議案第六十号は原案のとおり可決されました。

日程第十八、議案第六十一号藤崎町特別職給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案を議題とします。

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。

これから議案第六十一号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、議案第六十一号は原案のとおり可決されました。

日程第十九、議案第六十二号藤崎町教育委員会教育長の給与の特例に関する条例の一部を改正する条例案を議題としま

す。

これから質疑を行います。（「なし」の声あり）質疑なしと認めます。

これから討論を行います。（「なし」の声あり）討論なしと認めます。

これから議案第六十二号を採決いたします。本案は原案のとおり決することにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、議案第六十二号は原案のとおり可決されました。
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日程第二十、議会運営委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とします。

お諮りいたします。議会運営委員長から、会議規則第七十二条の規定により、お手元に配付してありますとおり、閉会

中の調査のため、特定事件の申し出がありますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、申し出のとおり決定いたしました。

日程第二十一、常任委員会の閉会中の所管事務調査の件を議題とします。

お 諮 り い た し ま す 。各 常 任 委 員 長 か ら 、会 議 規 則 第 七 十 二 条の 規 定 に よ り 、 お 手元 に 配 付 し て お り ます と お り 、 閉 会

中の調査のため特定事件の申し出がありますが、これにご異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（野呂日出男君）

異議なしと認めます。よって、それぞれ申し出のとおり決定いたしました。

これをもって本定例会の会議に付議された事件の審議はすべて終了いたしました。

これにて本日の会議を閉じます。

よって、平成二十三年第三回藤崎町議会定例会を閉会いたします。

ご苦労さまでした。

閉 会 午前十時三十二分

地方自治法第百二十三条の規定により、ここに署名する。
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